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(57)【要約】
【課題】柔軟で表面品位に優れた立毛調の皮革様シートとその製造方法を提供する。
【解決手段】少なくとも表層が柔軟剤と高分子弾性体を含む、平均単繊維繊度０．０００
１～０．５デシテックス、平均繊維長１１ｍｍ以上の極細繊維が相互に絡合している不織
布からなり、該高分子弾性体がシート表面に粒状に存在するとともに、シート表面に存在
する立毛繊維が実質的に集束されておらず、剛軟度が１０～５５ｍｍであることを特徴と
する立毛調皮革様シート。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも表層が柔軟剤と高分子弾性体を含む、平均単繊維繊度０．０００１～０．５
デシテックス、平均繊維長１１ｍｍ以上の極細繊維が相互に絡合している不織布からなり
、該高分子弾性体がシート表面に粒状に存在するとともに、シート表面に存在する立毛繊
維が実質的に集束されておらず、剛軟度が１０～５５ｍｍであることを特徴とする立毛調
皮革様シート。
【請求項２】
　高分子弾性体が、皮革様シートの全繊維重量に対して０．０１～１０重量％含まれてな
ることを特徴とする請求項１に記載の立毛調皮革様シート。
【請求項３】
　織編物が含まれてなることを特徴とする請求項１または２に記載の立毛調皮革様シート
。
【請求項４】
　平均単繊維繊度０．０００１～０．５デシテックスの極細繊維からなる不織布に、以下
の（１）から（８）の工程順で各処理を行うことを特徴とする立毛調皮革様シートの製造
方法。
（１）少なくとも１回は１０～６０ＭＰａの圧力で高速流体処理する工程
（２）バフィングする工程
（３）水系高分子弾性体を含浸付与する工程
（４）乾熱処理する工程
（５）バフィングする工程
（６）染色する工程
（７）柔軟剤を付与する工程
（８）揉み処理を行う工程
【請求項５】
　平均単繊維繊度が０．０００１～０．５デシテックスの極細繊維を形成しうる平均単繊
維繊度１～１０デシテックス、平均繊維長１１～８０ｍｍの複合短繊維を用いてニードル
パンチ法により短繊維不織布を製造し、次いで極細化処理を行うことにより、平均単繊維
繊度０．０００１～０．５デシテックスの極細繊維不織布を製造することを特徴とする請
求項４記載の立毛調皮革様シートの製造方法。
【請求項６】
　前記（１）の工程において、当該処理により不織布密度を０．２５～０．４５ｇ／ｃｍ
３とすることを特徴とする請求項４または５に記載の立毛調皮革様シートの製造方法。
【請求項７】
　前記（３）の工程において、水系高分子弾性体を皮革様シートの全繊維重量に対して０
．１～１０重量％含浸付与することを特徴とする請求項４～６のいずれかに記載の立毛調
皮革様シートの製造方法。
【請求項８】
　前記（６）の工程において、生地の走行方向に対し－５～２０°の角度で液体を噴射す
るノズルを用いた液流染色機により染色することを特徴とする請求項４～７のいずれかに
記載の立毛調皮革様シートの製造方法。
【請求項９】
　前記（７）の工程において、柔軟剤を皮革様シートの全繊維重量に対して０．０１～１
０重量％付与することを特徴とする請求項４～８のいずれかに記載の立毛調皮革様シート
の製造方法。
【請求項１０】
　前記（８）の工程において、揉み処理をタンブラー乾燥機により、９０～１２０℃で行
うことを特徴とする請求項４～９のいずれかに記載の立毛調皮革様シートの製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、柔軟で表面品位に優れた立毛調の皮革様シートとその製造方法に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　極細繊維と高分子弾性体からなる皮革様シートは、天然皮革にない優れた特徴を有して
おり、種々の用途に広く使用されている。
かかる高分子弾性体は、風合いを柔軟化させるために多孔質構造とするため、ＤＭＦ等を
溶媒として用いた溶液で含浸した後、湿式凝固させる方法が一般的である。しかし、この
ような構造であると、皮革様シートがゴム状の風合いとなり、天然皮革のような充実感の
ある風合いが得られない。
【０００３】
　また、環境への配慮から、ＤＭＦ等の有機溶剤により高分子弾性体を溶解、分散させる
有機溶剤タイプに代え、水溶媒に高分子弾性体を溶解、分散させる水系高分子弾性体を用
いる方法が検討されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　しかし、水系高分子弾性体は物性維持のため有機溶剤タイプと比較して多量に付与され
、それに伴い風合いが硬くなる問題がある。さらに、多量な付与により、ゴム状の風合い
となる傾向はますます増加し、天然皮革様の風合いとは異なるものとなっている。さらに
、有機溶剤タイプのように、多孔質の柔軟な構造を形成させることが困難なことも、風合
いが硬くなる原因となっている。
【０００５】
　そこで、高分子弾性体を繊維状で不織布に混合し、次いで、溶融接着させることにより
、高分子弾性体の付与量を低減させるとともに、天然皮革様の充実感のある風合いを得る
方法が検討されている（例えば、特許文献２）。
【０００６】
　しかしながら、高分子弾性体を含む複合繊維は、その熱安定性の影響で紡糸安定性が低
下するとともに、紡糸温度が制約され、極細繊維とするポリマーが限定的となる等の問題
がある。また、繊維状の高分子弾性体を用いた接着は、その接着比率により風合いが大き
く変化し、風合いが硬いものとなりやすい問題がある。さらに、物性維持等の観点からポ
リウレタン系エマルジョンを付与すると、その風合いはさらに硬くなる傾向がある。
【０００７】
　一方、本発明者らは、不織布基材の絡合度を向上させて高分子弾性体の使用量を抑え、
物性と柔軟性を両立するとともに、天然皮革様の充実感を持たせた皮革様シートの製造方
法を提案している（例えば、特許文献３）。
【０００８】
　しかし、当該技術においても、柔軟性を向上させることが要望されていた。
【０００９】
　また、水系高分子弾性体は、付与後に固化させるために加熱すると、マイグレーション
によってシートの表面に偏在化する傾向がある。そのため、表面で高分子弾性体が膜状物
を形成することも、風合いが硬化する原因とされている。また、サンドペーパー等で起毛
させた後に水系高分子弾性体を付与すると立毛が高分子弾性体により集束する傾向があり
、ライティング効果やタッチが低下する問題がある。
【００１０】
　これを解決する方法として、例えば、マイグレーションを抑制する手段（例えば、特許
文献４）や、あらかじめ起毛面に糊剤を塗布して水系高分子弾性体の充填を阻止し、水系
高分子弾性体の含浸後に該糊剤を除去する手段がある（例えば、特許文献５）。
【００１１】
　しかしながら、前者の方法でも、マイグレーションを完全に抑制することは困難であり
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、やはり表面には立毛が集束する傾向があるとともに、ゴム状の風合いを解決することが
できない。また、後者の方法は、繊維長が長い場合等で糊剤による保護が不十分となり、
やはり表面の繊維が集束しやすく表面品位が不十分である。
【００１２】
　一方、サンドペーパーによるバフィングを、高分子弾性体の含浸後に行うことにより、
物理的に立毛を集束させている高分子弾性体を除去することは可能である。しかし、水系
高分子弾性体を含侵する前にバフィングされていないため、高分子弾性体が不織布へ不均
一に含浸され、立毛の集束が抑制できても、付着ムラに起因するいらつきにより、やはり
表面品位が悪くなる問題がある。
【００１３】
　なお、針布起毛により起毛処理した後、高分子弾性体を含浸し、次いでバフィングする
方法が検討されている（例えば、特許文献６）。
【００１４】
　しかし、針布起毛で得られた表面は、立毛密度が低く、立毛長が長いために、水系高分
子弾性体が均一に含浸されず、いらつきにより表面品位に優れたものが得られにくい。ま
た、針布起毛で形成させた立毛に樹脂を含浸すると、表面に繊維と高分子弾性体からなる
層が形成し、風合いが硬いものとなる。なお、ここで、「いらつき」とは、一般に「染色
あるいは捺染された織編物の表面の色や光沢が不均一で、落ち着きのない状態」をいい（
「繊維総合辞典」、繊維新聞社、２００２年１０月１０日発行）、例えば、皮革様シート
を染色したときに、細部において染料の染着差や繊維や高分子弾性体の存在状態差等によ
って、視覚的に色や光沢が異なる部分が観察され、全体として不均一な印象を与える現象
をいう。
【００１５】
【特許文献１】特開昭６０－３９４８８号公報
【特許文献２】特開２００１－８１６７６号公報
【特許文献３】特開２００５－２２６２１３号公報
【特許文献４】特開平６－３１６８７７号公報
【特許文献５】特開平６－１７３６０号公報
【特許文献６】特公昭６２－４２０７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明は、上述のような点に鑑み、いらつきがなく柔軟で表面品位に優れた立毛調の皮
革様シートとその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明のいらつきのない立毛調皮革様シートは、少なくとも表層が柔軟剤と高分子弾性
体を含む、平均単繊維繊度０．０００１～０．５デシテックス、平均繊維長１１ｍｍ以上
の極細繊維が相互に絡合している不織布からなり、該高分子弾性体がシート表面に粒状に
存在するとともに、シート表面に存在する立毛繊維が実質的に集束されておらず、剛軟度
が１０～５５ｍｍであることを特徴とするものである。
【００１８】
　また、本発明の立毛調皮革様シートの製造方法は、平均単繊維繊度０．０００１～０．
５デシテックスの極細繊維からなる不織布に、以下の（１）から（８）の工程順で各処理
を行うことを特徴とするものである。
（１）少なくとも１回は１０～６０ＭＰａの圧力で高速流体処理する工程
（２）バフィングする工程
（３）水系高分子弾性体を含浸付与する工程
（４）乾熱処理する工程
（５）バフィングする工程
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（６）染色する工程
（７）柔軟剤を付与する工程
（８）揉み処理を行う工程
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、天然皮革様の充実感がある風合いと物性を両立させつつ、柔軟な風合
いと、いらつきがなくライティング効果やタッチが良好な、優れた表面品位を備えた立毛
調の皮革様シートを得ることができる。特に、これまで困難であった水分散型の高分子弾
性体を用いながら、これらの効果を得ることができる。これにより、衣料、雑貨、家具、
カーシート等に好適に使用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明の皮革様シートの少なくとも表層の不織布を構成する繊維の平均単繊維繊度は０
．０００１～０．５デシテックスである。平均単繊維繊度が０．０００１デシテックス未
満であると、皮革様シートの強度が低下するため好ましくない。また、平均単繊維繊度が
０．５デシテックスを越えると、皮革様シートの風合いが硬くなり、また、繊維の絡合が
不十分になって、皮革様シートの表面品位が低下したり、耐摩耗性が低下する等の問題も
発生するため好ましくない。なお、本発明の効果が損なわれない範囲で、平均単繊維繊度
が０．０００１デシテックス未満の繊維もしくは平均単繊維繊度が０．５デシテックスを
越える繊維が含まれていてもよい。平均単繊維繊度が０．０００１デシテックス未満の繊
維および平均単繊維繊度が０．５デシテックスを越える繊維の含有量は、数にして、当該
不織布繊維の３０％以下が好ましく、１０％以下がより好ましく、全く含まれないことが
もっとも好ましい。
【００２１】
　本発明でいう平均単繊維繊度は、繊維断面を１００個無作為に選んで断面積を測定した
後、１００個の繊維断面積の数平均を求め、繊維の比重から繊度を計算により求めた値を
用いる。なお、繊維の比重は、ＪＩＳ　Ｌ　１０１５　８．１４．２（１９９９）に従っ
て求めた値を用いる。
【００２２】
　また、当該不織布繊維の平均繊維長は１１ｍｍ以上である。２０ｍｍ以上であることが
好ましい。平均繊維長が１１ｍｍ未満であると、耐摩耗性が低下する。また、上限は特に
限定されないが、表面品位の点で平均繊維長は８０ｍｍ以下が好ましく、６０ｍｍ以下が
より好ましい。なお、本発明の効果が損なわれない範囲で平均繊維長が１１ｍｍ未満の繊
維が含まれていてもよい。平均繊維長が１１ｍｍ未満の繊維の含有量は、数にして、当該
不織布を構成する繊維の３０％以下が好ましく、１０％以下がより好ましく、全く含まれ
ないことがもっとも好ましい。
【００２３】
　本発明でいう平均繊維長は、任意の３箇所からそれぞれ繊維を１００本抜き出して繊維
長を測定し、測定した３００本分の繊維長の数平均を用いる。
【００２４】
　これらの不織布を構成する繊維は、非弾性繊維からなることが好ましい。具体的には、
ポリエステル、ポリアミド、ポリプロピレン、ポリエチレン等からなる繊維が好ましく用
いられる。ポリエーテルエステル系繊維やいわゆるスパンデックス等のポリウレタン系繊
維などの弾性繊維は好ましくない。
【００２５】
　ポリエステルとしては、繊維化が可能なものであればよく、特に限定されるものではな
い。具体的には、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリトリメチレンテレフタレー
ト、ポリテトラメチレンテレフタレート、ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレー
ト、ポリエチレン－２，６－ナフタレンジカルボキシレ－ト、ポリエチレン－１，２－ビ
ス（２－クロロフェノキシ）エタン－４，４’－ジカルボキシレート等が挙げられる。中
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でも最も汎用的に用いられているポリエチレンテレフタレートまたは主としてエチレンテ
レフタレート単位を含むポリエステル共重合体が好適に使用される。
【００２６】
　また、ポリアミドとしては、たとえばナイロン６、ナイロン６６、ナイロン６１０、ナ
イロン１２、等のアミド結合を有するポリマーを挙げることができる。
【００２７】
　これらのポリマーには、隠蔽性を向上させるためにポリマー中に酸化チタン粒子等の無
機粒子を添加してもよいし、潤滑剤、顔料、熱安定剤、紫外線吸収剤、導電剤、蓄熱材、
抗菌剤等、種々の目的に応じて添加することもできる。
【００２８】
　本発明の皮革様シートの少なくとも表層を構成する不織布の極細繊維は、相互に絡合し
てなるものである。本発明では、これらの極細繊維どうしが相互に絡合していることが、
多量の高分子弾性体を使用することなく、柔軟で充実感のある皮革様シートを得るために
重要である。通常の極細繊維からなる皮革様シートにおいて、１１ｍｍ以上の比較的繊維
長が長いものは、極細繊維発生型繊維に起因した集束状態の極細繊維が絡合した構造を有
している。しかし、繊維束の状態で絡合した構造のみでは、必要な物性を得るために多量
の高分子弾性体を必要とし、本発明で所期する効果が得られない。なお、製造上の制約等
で繊維束の状態で絡合した構造が含まれていても、極細繊維どうしが相互に絡合している
限り、本発明の効果が損なわれない範囲で許容される。しかし、本発明の効果が低下する
傾向がある点に注意する。
【００２９】
　本発明における、「少なくとも表層が不織布からなる」とは、少なくとも表層が不織布
であれば、シート全体が不織布により構成されていてもよく、中層や裏面に織編物や、本
発明に規定する不織布以外の不織布等が積層されていてもよいことを意味する。
【００３０】
　さらに、本発明の皮革様シートには柔軟剤が必須である。柔軟剤とは、一般に「糸また
は織編物の柔軟性を高めるための加工剤」（「繊維総合辞典」、繊維新聞社、２００２年
１０月１０日発行）であり、表面のヌメリタッチや柔軟性、風合い等の向上を目的として
使用されるものであって、主として界面活性剤系や樹脂系等の加工剤が挙げられるが、こ
れに限定されるものではない。
【００３１】
　具体的には、本発明における柔軟剤として、界面活性剤系の、カチオン界面活性剤、両
性界面活性剤、アニオン界面活性剤、および、樹脂系の、シリコーン系エマルジョン、ア
ルキル基を有する４級アンモニウム塩や３級アミンの酸塩のエマルジョン、ポリエチレン
系エマルジョン、ポリウレタン系エマルジョン等を繊維種に応じて適宜使用できる。例え
ば、「染色ノート第２３版」（株式会社色染社、２００２年８月３１日発行）において、
風合い加工剤、柔軟仕上げ剤の名称で記されているものを適宜使用することができる。柔
軟剤が含まれると、一般に耐摩耗性は低下する傾向があるため、柔軟剤の量と高分子弾性
体の量は、目標とする風合いと耐摩耗性のバランスを取りながら、適宜調整することが好
ましい。従って、その量は特に限定されるものではないが、少なすぎると効果が発揮でき
ず、多すぎるとべたつき感があるため、通常は皮革様シートの全繊維重量に対し０．０１
～１０重量％の範囲が好ましい。
【００３２】
　本発明の皮革様シートを構成する高分子弾性体としては、例えば、ポリウレタン系樹脂
、ポリ塩化ビニリデン系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリアミノ酸系樹脂、ポリ酢酸ビ
ニル系樹脂、エチレン－ビニルエステル共重合系樹脂、ポリアクリル酸系樹脂、ポリアク
リル酸エステル系樹脂、ＳＢＲ、ＮＢＲ、およびその共重合体等が挙げられる。この中で
は、特に、エチレン－ビニルエステル共重合系樹脂やポリウレタン系樹脂が耐摩耗性向上
効果と柔軟性のバランスが優れる点で好ましく、耐摩耗性向上効果の点でエチレン－ビニ
ルエステル共重合系樹脂がより好ましく、柔軟性の点ではポリウレタン系樹脂がより好ま
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しい。エチレン－ビニルエステル共重合系樹脂またはポリウレタン系樹脂に微粒子を組合
せると、耐摩耗性が向上するとともに、きしみ感やドライ感のある風合いとすることがで
きる。
【００３３】
　ここで、エチレン－ビニルエステル共重合系樹脂とは、エチレン単位とビニルエステル
単位を含む共重合体からなる樹脂である。ビニルエステル単位としては、例えば、イソノ
ナン酸ビニル、酢酸ビニル、ピバリン酸ビニル、プロピオン酸ビニル、ラウリン酸ビニル
、酪酸ビニルなどのアルキル酸ビニルエステルなどが挙げられる。ビニルエステル単位と
して、２種類以上のビニルエステル単位からなってもよい。特に、耐水性、耐アルカリ性
、耐候性、合成繊維などの非極性素材とのなじみの点から、エチレン－酢酸ビニル共重合
体が好ましい。
【００３４】
　また、ポリウレタン系樹脂とは、ポリマーポリオールと、ジイソシアネート、鎖伸張剤
とを反応させて得ることができるものであり、例えば、ポリカーボネート系、ポリエーテ
ル系、ポリエステル系等が挙げられる。これらは、皮革様シートを適用する用途に応じ適
宜選択することが好ましく、耐久性等が必要とされる用途にはポリカーボネート系が好ま
しいが、柔軟性や耐加水分解性等が要求される用途にはポリエーテル系が好ましく、耐光
性等が要求される用途にはポリエステル系が好ましい。
【００３５】
　これらの高分子弾性体の含有率は、皮革様シートの全繊維重量に対して、０．０１重量
％以上であることが好ましく、０．２重量％以上であることがより好ましく、１重量％以
上であることがさらに好ましい。また、１０重量％以下であることが好ましく、５重量％
以下であることがより好ましい。前記含有率が０．０１重量％以上で高い耐摩耗性を得る
ことができるが、１０重量％を超えると風合いが硬くなりやすく、好ましくない。
【００３６】
　本発明においては、高分子弾性体が表面に粒状に存在することを特徴とする。ここで、
「粒状に存在する」とは、皮革様シートの立毛表面を総合倍率４０倍の実体顕微鏡にて観
察した際に、高分子弾性体が粒状に観察できる状態であることを意味し、具体的には無作
為に１ｃｍ２角を１０箇所サンプリングし、平均０．２個以上確認できた場合、粒状に存
在するとする。また、個数は好ましくは０．５個以上、より好ましくは１個以上である。
０．２個未満であると、耐摩耗性が低下するため、好ましくない。
【００３７】
　粒径は２ｍｍ以下であることが好ましく、１ｍｍ以下であることがより好ましく、０．
５ｍｍ以下であることがさらに好ましい。粒径が２ｍｍを超えると、いらつきが生じ品位
が低下するため好ましくない。また、下限は実体顕微鏡で観察できるレベルの粒子が存在
するものであれば、特に限定されるものではないが、おおよそ０．０５ｍｍ以上となる。
また、０．１ｍｍ以上であることがさらに好ましい。なお、本発明でいう粒径は、実体顕
微鏡で観察した際に２次元的に投影される粒子の長さをいい、球状の場合は円の直径をい
い、その他の形状においては、最小外接円の直径をいう。
【００３８】
　また、高分子弾性体は内部より表層に多く存在させることが、ゴム状の風合いを低減さ
せるとともに、柔軟性が向上し、天然皮革様の充実感を得ることができる点で好ましい。
さらに、高分子弾性体は上記のように表面および、または表層には粒状に存在するが、内
部には粒状に存在せずに、繊維を接着している状態で存在することが、物性が向上する点
で好ましい。内部とは、皮革様シートの断面をＳＥＭ観察し、厚み方向に４分割した場合
において、表、裏からそれぞれ１／４を除いた部分をいう。内部に粒状に存在しないとは
、１０箇所無作為に試験片を採取して１０００倍でＳＥＭ観察した際、１００μｍ幅の内
部に１～２０μｍの高分子弾性体の粒子が平均２個以上観察されないことをいう。
【００３９】
　さらに、表面の立毛繊維は、実質的に集束されていないことが必要である。集束されて
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いると、明瞭なライティング効果を得ることができず、品位に劣るものとなる。これは、
表面を実体顕微鏡で観察することにより、例えば多数の立毛が集まり太く長い立毛を形成
している状態で確認することができる。実質的にとは、本発明の効果が損なわれない範囲
で集束した繊維が含まれていてもよいことを意味し、例えば、無作為に１０箇所観察した
１ｃｍ２角の領域において、２箇所以上集束した繊維を観察することができない程度をい
う。
【００４０】
　本発明の立毛調皮革様シートは、いらつきのないものである。いらつきがあると、高品
位な表面が得られない。
【００４１】
　本発明では、無作為に１０点サンプリングして、各箇所５ｃｍはなれた２点を、ＪＩＳ
　Ｚ　８７２２条件ｃに準拠する分光光度計（コニカミノルタ株式会社製“ＣＭ－３７０
０ｄ”）を用いて、測定径３ｍｍ×５ｍｍ、Ｄ光源、６５°視野（正反射光含む）で測定
し、それぞれに求めたＬ＊ａ＊ｂ＊表色系における色差ΔＥの平均値をいらつきの指標と
した。本発明でいういらつきがないとは、この色差が０．８以下であることをいい、０．
６以下であることが好ましく、０．５以下であることがより好ましい。
【００４２】
　本発明の皮革様シートの剛軟度は１０～５５ｍｍである。２０ｍｍ以上であることが好
ましく、２５ｍｍ以上であることがより好ましい。また５０ｍｍ以下であることが好まし
く、４５ｍｍ以下であることがより好ましく、４０ｍｍ以下であることがさらに好ましい
。１０ｍｍ未満であると、腰のない風合いとなり充実感が得られない。また、５５ｍｍを
超えると、風合いが硬くなり本発明の所期の効果は得られない。
【００４３】
　なお、本発明でいう「剛軟度」とは、ＪＩＳ　Ｌ１０９６（１９９９）８．１９．１Ａ
法（４５°カンチレバー法）により、たて方向およびよこ方向の値を求め、その値を平均
した値をいう。
【００４４】
　また、本発明の皮革様シートは織編物が含まれていることが好ましい。これにより、高
分子弾性体の量が少ない場合であっても、良好な形態安定性を得ることができる。ここで
、織編物とは、織物と編物を総称して指すが、編物は織物と比較して形態安定性に劣る傾
向があるため、織物であることがより好ましい。
【００４５】
　織編物に用いる繊維は、特に限定されるものではないが、本発明の皮革様シートを衣料
にした場合の着用感、あるいは資材、家具、カーシートとした場合の成型性の観点から、
好ましくはストレッチ性を有する繊維が好ましい。特に、皮革様シートの伸長率が、タテ
方向又はヨコ方向の少なくともいずれか一方において５％以上であることが好ましく、１
０％以上であることがさらに好ましい。上限は、３０％以下が好ましく、２０％以下がよ
り好ましい。３０％を超えると、形態安定性が低下するため好ましくない。
【００４６】
　織編物のストレッチ性は、タテ方向またはヨコ方向の少なくともいずれか一方の伸長率
が５～５０％であることが好ましく、１０～４０％であることがより好ましく、１５～３
０％であることがさらに好ましい。織編物の伸長率を５％以上とすると、皮革様シートの
伸長率を５％以上とすることが容易であるため好ましい。また、５０％以下であれば、皮
革様シートとした場合のドレープ性やシルエットの悪化を防ぐことができる点で好ましい
。
【００４７】
　また、ストレッチ性とともに反発感を得るために、二以上のポリエステルがサイドバイ
サイド型または偏心芯鞘型に接合された複合繊維を含むことが好ましい。
【００４８】
　二以上のポリエステルとは、物理的および／または化学的性質を異にする二以上のポリ
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エステルを用いることを意味する。すなわち、二以上のポリエステルがサイドバイサイド
型または偏心芯鞘型に接合されたとは、物理的および／または化学的性質を異にする二以
上のポリエステルが、繊維長さ方向に沿ってサイドバイサイド型または偏心芯鞘型に接合
されていることを意味する。これにより、物理的または化学的要因によって、複合繊維に
捲縮を発現させることができる。捲縮発現が容易である点で、好ましくは熱収縮性の異な
るポリエステルを二以上使用することが好ましい。
【００４９】
　織編物の組織は、特に限定されるものではなく、織物としては、例えば、平織、綾織、
朱子織等が挙げられ、編物としてはたて編み、よこ編みが挙げられる。このうち、コスト
や平滑性の点で平織であることが好ましいが、通気量向上の点で紋紗等を適宜使用するこ
とができる。
【００５０】
　なお、本発明の皮革様シートは、本発明の効果が損なわれない範囲において、上述した
以外に、染料、ピリング防止剤、抗菌剤、消臭剤、撥水剤、耐光剤あるいは耐侯剤等の機
能性薬剤が含まれていてもよい。
【００５１】
　次に、本発明の皮革様シートの製造方法の一例を述べる。
【００５２】
　　本発明の立毛調皮革様シートの製造方法は、以下（１）～（８）の順の工程からなる
。
　（１）０．０００１～０．５デシテックスの極細繊維不織布を、少なくとも１回は１０
～６０ＭＰａの圧力で高速流体処理する工程
　（２）バフィングする工程
　（３）水系高分子弾性体を含浸付与する工程
　（４）乾熱処理する工程
　（５）バフィングする工程
　（６）染色する工程
　（７）柔軟剤を付与する工程
　（８）揉み処理を行う工程
【００５３】
　本発明における第（１）の工程に用いる０．０００１～０．５デシテックスの極細繊維
不織布の製造方法は、特に限定されず、通常のフィラメント紡糸、ステープル紡糸法の他
、スパンボンド法、メルトブロー法、エレクトロスピニング法、フラッシュ紡糸法等の、
直接に不織布として製造する方式であってもよい。また、極細繊維を得る手段として、直
接極細繊維を紡糸する方法、通常繊度の繊維であって極細繊維を発生することができる繊
維（以下、極細繊維発生型繊維という）を紡糸し、次いで、極細繊維を発生させる方法で
もよい。
【００５４】
　ここで、極細繊維発生型繊維を用いて極細繊維を得る方法としては、具体的には、海島
型繊維を紡糸してから海成分を除去する方法、あるいは、分割型繊維を紡糸してから分割
して極細化する方法等の手段を採用することができる。
【００５５】
　これら手段の中でも、本発明においては、極細繊維を容易に安定して得ることができる
点で、極細繊維発生型繊維によって製造することが好ましく、さらには皮革様シート状物
とした場合、同種の染料で染色できる同種ポリマーからなる極細繊維を容易に得ることが
できる点で、海島型繊維によって製造することがより好ましい。
【００５６】
　海島型繊維を得る方法としては、特に限定されず、例えば、以下の（Ａ）～（Ｄ）に記
載する方法等が挙げられる。
　（Ａ）２成分以上のポリマーをチップ状態でブレンドして紡糸する方法。



(10) JP 2008-223162 A 2008.9.25

10

20

30

40

50

　（Ｂ）予め２成分以上のポリマーを混練してチップ化した後、紡糸する方法。
　（Ｃ）溶融状態の２成分以上のポリマーを紡糸機のパック内で静止混練器等で混合する
方法。
　（Ｄ）特公昭４４－１８３６９号公報、特開昭５４－１１６４１７号公報等の複合口金
を用いて製造する方法。
【００５７】
　本発明においては、いずれの方法でも良好に製造することができるが、ポリマーの選定
が容易である点で上記（Ｄ）またはこれに類する方法が最も好ましい。
【００５８】
　かかる（Ｄ）の方法において、海島型繊維および海成分を除去して得られる島繊維の断
面形状は、特に限定されず、例えば、丸型、多角形型、Ｙ字型、Ｈ字型、Ｘ字型、Ｗ字型
、Ｃ字型、π字型等が挙げられる。
【００５９】
　また、用いられるポリマー種の数も特に限定されるものではないが、紡糸安定性や染色
性を考慮すると２～３成分であることが好ましく、特に海成分が１成分で、島成分が１成
分の計２成分で構成されることが好ましい。また、このときの成分比は、島繊維の海島型
繊維に対する重量比で０．３以上であることが好ましく、０．４以上がより好ましく、０
．５以上がさらに好ましい。また、０．９９以下であることが好ましく、０．９７以下が
より好ましく、０．８以下がさらに好ましい。０．３未満であると、海成分の除去率が多
くなるためコスト的に好ましくない。また、０．９９を越えると、島成分どうしの合流が
生じやすくなり、紡糸安定性の点で好ましくない。
【００６０】
　また、海島型繊維を製造する方法については、特に限定されず、例えば、上記（４）の
方法に示した口金を用いて、通常２５００ｍ／分以下の紡速で紡糸した未延伸糸を引き取
った後、湿熱または乾熱により、あるいはその両者によって１段～３段延伸する方法や、
４０００ｍ／分以上の紡速で引き取る方法により得ることができる。
【００６１】
　次いで、得られた極細繊維発生型短繊維をウェブ化する。その方法としては、短繊維不
織布の場合、カード、クロスラッパー、ランダムウエバー等を用いる乾式法や、抄紙法等
の湿式法を採用することができる。また、長繊維不織布の場合は、スパンボンド法等を採
用することができる。
【００６２】
　乾式法の場合、極細繊維発生型短繊維から、カード、クロスラッパー等を用いてウェブ
を得る。得られたウェブを、ニードルパンチ処理によって、繊維見掛け密度が好ましくは
０．１２ｇ／ｃｍ３以上、より好ましくは０．１５ｇ／ｃｍ３以上となるようにする。ま
た、好ましくは０．３０ｇ／ｃｍ３以下、より好ましくは０．２５ｇ／ｃｍ３以下となる
ようにする。繊維見掛け密度が０．１２ｇ／ｃｍ３未満であると、繊維の絡合が不十分で
あり、引張強力、引裂強力、耐摩耗性等の物性について良好な値が得られにくくなる。ま
た繊維見掛け密度の上限は特に限定されないが、０．３０ｇ／ｃｍ３を越えると、ニード
ル針の折れや、針穴が残留するなどの問題が生じるため、好ましくない。
【００６３】
　ニードルパンチを行う際には、極細繊維発生型繊維の平均単繊維繊度が１デシテックス
以上であることが好ましく、２デシテックス以上がより好ましい。また、１０デシテック
ス以下であることが好ましく、８デシテックス以下がより好ましく、６デシテックス以下
がさらに好ましい。平均単繊維繊度が１デシテックス未満である場合や１０デシテックス
を越える場合は、ニードルパンチによる絡合が不十分となり、良好な物性を得ることが困
難になる。
【００６４】
　また、平均繊維長は１１～８０ｍｍであることが好ましい。２０ｍｍ以上であることが
より好ましい。平均繊維長が１１ｍｍ未満であると、ニードルパンチによる絡合性が低下
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するため、好ましくない。また、短繊維不織布の場合は、その工程通過性の点では平均繊
維長は８０ｍｍ以下が好ましく、６０ｍｍ以下がより好ましい。
【００６５】
　本発明においてニードルパンチは、単なる工程通過性を得るための仮止めとしての役割
ではなく、繊維を十分に絡合させることが好ましい。従って、好ましくは、１００本／ｃ
ｍ２以上の打ち込み密度がよく、より好ましくは５００本／ｃｍ２以上、さらに好ましく
は１０００本／ｃｍ２以上がよい。また、ニードルは表面品位が優れる点で、１バーブ型
を用いることが好ましい。
【００６６】
　一方、スパンボンド法の場合、ポリマーを口金から溶融吐出して連続フィラメントを形
成させ、これをエジェクター等の牽引作用により２０００～８０００ｍ／分の速度で紡糸
し、移動する捕集装置上に捕集して長繊維ウェブを得ることができる。
【００６７】
　得られた長繊維ウェブは、コストやウェブ形態保持性の観点からは巻き取ることなくそ
のまま高速流体処理することが好ましいが、搬送性や取扱い性、製造スピードの調整等の
観点からいったん巻き取ることも可能である。この場合、巻き取るために一定の形態安定
性を付与する観点から８０～２４０℃の加熱下でプレス処理をすることもできるが、風合
いや品位を向上させるために、ニードルパンチを行うことも好ましい態様である。
【００６８】
　このようにして得られた短繊維不織布、または、長繊維不織布は、乾熱処理または湿熱
処理、あるいはその両者によって収縮させ、さらに高密度化することが好ましい。
【００６９】
　次いで、極細繊維発生型繊維を極細化処理により、極細繊維とする。この極細繊維を高
速流体処理により、極細繊維どうしの絡合を行うが、極細化処理をした後に高速流体処理
を行ってもよいし、極細化処理と同時に高速流体処理を行ってもよい。また極細化処理と
同時に高速流体処理を行い、その後に、さらに高速流体処理を行ってもよい。高速流体処
理を極細化処理と同時に行う場合、少なくとも極細化処理が大部分終了した後にも高速流
体処理を行うことが、極細繊維どうしの絡合をより進める上で好ましい。極細化処理を行
った後に、高速流体処理を行うことがより好ましい。
【００７０】
　極細化処理の方法としては、特に限定されるものではないが、例えば、機械的方法、お
よび、化学的方法が挙げられる。機械的方法とは、物理的な刺激を付与することによって
、極細繊維発生型繊維を極細化する方法である。具体的には、例えば、ニードルパンチ法
やウォータージェットパンチ法等の衝撃を与える方法の他に、ローラー間で加圧する方法
、超音波処理を行う方法等が挙げられる。また、化学的方法としては、例えば、海島型繊
維を構成する少なくとも１成分に対し、薬剤によって膨潤、分解、溶解等の変化を与える
方法が挙げられる。特に、海成分として水溶解性またはアルカリ易分解性ポリマーを用い
た極細繊維発生型繊維でウェブを作製し、次いで、中性～アルカリ性の水溶液で処理して
極細化する方法は、有機溶剤を使用せず作業環境上好ましいことから、本発明の好ましい
態様の一つである。
【００７１】
　次に、極細繊維不織布を高速流体処理する。高速流体処理は、厚み方向に絡合の傾斜を
持たせ、表層により緻密な絡合層を形成させることができる点で、本発明において好まし
い手段である。この緻密な絡合層の形成により、優れた表面品位を得ることができ、内部
の絡合が相対的に低いことで、より柔軟な風合いを両立させることができる。また、高分
子弾性体が特に表層に選択的に存在することにより、バフィングによって高品位な表面を
得ることができる。
【００７２】
　高速流体処理としては、作業環境の点で、水流を使用するウォータージェットパンチ処
理が好ましい。ウォータージェットパンチ処理において、水は柱状流の状態で行うことが
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好ましい。柱状流は、通常、直径０．０６～１．０ｍｍのノズルから圧力１～６０ＭＰａ
で水を噴出させることで得られる。効率的な絡合および良好な表面品位の不織布を得るた
めに、ノズルの直径は０．０６～０．１５ｍｍ、間隔は５ｍｍ以下であることが好ましく
、直径０．０８～０．１４ｍｍ、間隔は１ｍｍ以下がより好ましい。これらの構成のノズ
ルプレートは、複数回処理する場合には、すべて同じものとする必要はなく、例えば大孔
径と小孔径のノズルが含まれるノズルプレートを使用したり、異なる構成のノズルプレー
トを併用したり、また上記範囲外のノズルプレートを併用することも可能である。ノズル
の直径が０．１５ｍｍを超えると表面平滑性も低下するため好ましくない。ノズル孔径は
小さい方が好ましいが、０．０６ｍｍ未満となるとノズル詰まりが発生しやすくなるため
、水を高度に濾過する必要性からコストが高くなり好ましくない。また、ノズル間隔が５
ｍｍを超えると、発生する筋が目立ちやすくなるため好ましくない。厚さ方向に均一な交
絡を達成する目的、および／または不織布表面の平滑性を向上させる目的で、高速流体処
理を複数回繰り返して行うことが好ましい。
【００７３】
　流体の圧力は、処理する不織布の目付によって適宜決定すればよいが、高目付のものほ
ど高圧力とすることが好ましい。さらに、極細繊維どうしを高度に絡合させ、目的の引張
強力、引裂強力、耐摩耗性等の物性を得るため、少なくとも１回は１０ＭＰａ以上の圧力
で処理することが好ましい。圧力は、１５ＭＰａ以上であることがより好ましく、２０Ｍ
Ｐａ以上であることがさらに好ましい。また圧力が上昇するほどコストが高くなり、低目
付不織布の場合は不織布が不均一になりやすく、繊維の切断により毛羽が発生する場合も
あるため、好ましくは６０ＭＰａ以下であり、より好ましくは５０ＭＰａ以下である。
【００７４】
　なお、少なくとも１回の処理とは、複数のノズル孔を有するノズルプレートを含む１ノ
ズルヘッド（１インジェクター）で処理することを意味する。連続的に複数のノズルヘッ
ドで処理した場合は、その複数ノズルヘッド数の回数を処理したとする。
【００７５】
　極細繊維発生型繊維から得た極細繊維の場合、極細繊維が集束した繊維束の状態で絡合
しているものが一般的であるが、前記のような条件で高速流体処理を行うことによって、
繊維束の状態による絡合に加え極細繊維どうしが絡合した極細不織布を得ることができる
。これにより、使用する高分子弾性体の量を減少させることができるとともに、耐摩耗性
等の表面特性を向上させることもできる。なお、高速流体処理を行う前に、水浸漬処理を
行ってもよい。さらに不織布表面の品位を向上させるために、ノズルヘッドと不織布を相
対的に移動させる方法や、不織布とノズルの間に金網等を挿入して散水処理する等の方法
を行うこともできる。
【００７６】
　こうして、極細繊維不織布を構成する極細繊維どうしを高度に絡合させ、好ましくは０
．２５～０．４５ｇ／ｃｍ３の密度とする。０．２８ｇ／ｃｍ３以上がより好ましく、０
．３０ｇ／ｃｍ３以上がさらに好ましい。また、０．４０ｇ／ｃｍ３以下がより好ましい
。０．２５ｇ／ｃｍ３以上であると、高分子弾性体がより表面に付着し、緻密で高品位な
立毛表面を得ることができる。また、０．４５ｇ／ｃｍ３以下であれば、柔軟な風合いを
得ることができる。
【００７７】
　なお、極細化処理と高速流体処理を同時に行う方法としては、例えば、海成分として水
可溶性ポリマーを用いた海島型繊維を用い、ウォータージェットパンチによって海成分の
除去と極細繊維の絡合を行う方法、海成分としてアルカリ易溶解性ポリマーを用いた海島
型繊維を用い、アルカリ処理液を通して海成分を分解処理した後に、ウォータージェット
パンチによって海成分の最終除去および極細繊維の絡合処理を行う方法、等が挙げられる
。
【００７８】
　織編物を積層する場合は、ニードルパンチや高速流体処理等の手段を用いた絡合による
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方法、接着による方法、その他の種々の方法を適宜に単独または組合せて採用することが
できる。これらのうち、剥離強度に優れる点で絡合による方法が好ましい。また、織編物
を損傷させずに絡合できる点で高速流体処理を用いて絡合させることがより好ましい。
【００７９】
　絡合により積層する場合、積層前の不織布の絡合度は低めである方が、剥離強力や耐摩
耗性を向上させる点で好ましい。例えば、上述の極細化処理後であって、高速流体処理前
の不織布に織編物を積層した後、高速流体処理によって絡合と積層を同時に行うことが好
ましい。
【００８０】
　次に、本発明においては、高分子弾性体を含浸付与するに先立って、バフィングを行う
ことが好ましい。この処理により、緻密な表面層を形成させたシートにおいても、より均
一に浸透することができ、また、立毛繊維の集束を抑制することができる。
【００８１】
　このとき、より緻密な立毛を形成させることができる点で、サンドペーパーを用いるバ
フィングを行うことが好ましい。なお、ブラッシングのみでは、本発明のシートを起毛さ
せることは困難であるが、上記のバフィングを併用して適用することは可能である。また
、針布起毛では、表面に粗い立毛が部分的に形成するため、本発明の目的とする効果であ
る高分子弾性体の均一浸透性が得られない。
【００８２】
　次いで、水系高分子弾性体を含浸付与する。水系高分子弾性体を含浸付与する前に、糊
剤等で起毛面を保護してもよい。本発明でいう水系高分子弾性体とは、高分子弾性体が水
溶媒に溶解または分散している状態のものをいう。
【００８３】
　水系高分子弾性体の含浸付与方法は、水系高分子弾性体をシート表面に層を形成するこ
となく、含浸して付与させることができればよく、特に限定されず、例えば、パッド法や
スプレー法、コーティング法等を採用することができる。そして、含浸付与した後、乾熱
、温水、熱水、常圧または高圧スチーム、マイクロ波等で加熱して、固化する。本発明で
は、表層に優先的に高分子弾性体を存在させるため、欠点とされるマイグレーションを積
極的に活用する観点から、乾熱処理が好ましく採用される。このとき、温度は８０～１８
０℃とし、０．１～３０分処理する。１００℃以上が好ましく、また、１５０℃以下が好
ましい。８０℃未満では乾燥速度が遅く生産性に欠け、また１８０℃を超えると染色堅牢
度が低下する傾向があり、好ましくない。
【００８４】
　なお、溶剤系高分子弾性体を含浸し、湿式凝固させる方法は、本発明の皮革様シートを
得る方法としては好ましくない。また、水系高分子弾性体とともに無機粒子等を使用して
マイグレーションを抑制させながら固化させると、内部に粒子状に付着する傾向があるた
め、好ましくない。
【００８５】
　水系高分子弾性体の付与量は、皮革様シートの全繊維重量に対して、０．１重量％以上
であることが好ましく、１重量％以上であることがより好ましく、３％重量％以上である
ことがさらに好ましい。また、１０重量％以下であることが好ましく、５重量％以下であ
ることがより好ましい。本発明の皮革様シートは０．０１重量％以上含まれてなることが
好ましいが、製造過程において、バフィングや染色により脱落する場合があること、およ
び、形態安定性を向上させ工程を安定的に通過させる目的で、０．１重量％以上であるこ
とが好ましい。一方、１０重量％を超えると風合いが硬くなりやすく、工程通過性が低下
するため好ましくない。
【００８６】
　水系高分子弾性体を含浸付与した後、さらにバフィングを行うことが好ましい。この処
理によって、高分子弾性体の付与ムラに起因するいらつきを減少させ、より高品位な表面
を得ることができる。このバフィングは、サンドペーパーを用いることが、立毛の均一性
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や開繊性に優れ、優れた表面品位を得ることができる点で好ましい。このとき、用いるサ
ンドペーパーの粒度が＃３２０～＃１０００であると、より優れた外観を得ることができ
る点で好ましい。特に＃４００以上が好ましく、＃６００以下が好ましい。＃３２０以上
であると、集束した立毛がほとんど確認できない状態とすることが容易である。また、＃
１０００以下であれば、緻密な立毛を形成させることが容易である。
【００８７】
　次いで染色することが好ましいが、その方法は特に限定されるものではなく、用いる染
色機としても、液流染色機、サーモゾル染色機、高圧ジッガー染色機等いずれでもよい。
【００８８】
　本発明においては、得られる皮革様シートの柔軟性が優れる点で、液流染色機を用いて
染色することが好ましい。このとき、生地の走行方向に対し、布側へ－５°～２０°、好
ましくは０°～１０°の角度で噴射するノズルを装着して使用することが好ましい。２０
°以下であると、緻密な表面を維持しつつ、部分的なモモケ発生等の品位不良を抑制し、
少量の高分子弾性体であっても形態を安定させることができる点で好ましい。一方、－５
°未満であると、布の走行不良により、染色ムラが発生するため好ましくない。
【００８９】
　また、より均一なナップの方向性を維持した表面感を得るには、染色前の生地のナップ
方向と同一方向へ染液をノズルより噴射することが好ましい。一方、ナップの方向をラン
ダムにしてモトリングを発生させるためには、染色前の生地のナップ方向の逆方向へ染液
を噴射することが好ましい。
【００９０】
　染色後には、柔軟性や表面品位、タッチを向上させる目的で柔軟剤を付与することが好
ましい。柔軟剤を付与する手段としては、パッド法、液流染色機やジッガー染色機を用い
る方法、スプレーで噴射する方法等、適宜選択することができる。
【００９１】
　柔軟剤は、０．０１～１０重量％付与することが好ましい。０．０５重量％以上がより
好ましく、０．１重量％以上がさらに好ましい。また、５重量％以下が好ましく、３重量
％以下がさらに好ましい。０．０１重量％未満であると、所期の効果が得られにくい。一
方、１０重量％以上であると、耐摩耗性が低下したり、処理後のシートに触れた箇所に柔
軟剤が転写され、他のものへの汚染の原因となるため好ましくない。
【００９２】
　また、柔軟剤を付与した後、さらに揉み処理を行うことが、本発明の皮革様シートを柔
軟性に富むものとすることができる点で好ましい。柔軟剤を付与しないで揉み処理を行っ
た場合、または、揉み処理を行った後に柔軟剤を付与した場合においては、期待する柔軟
効果が得られにくくなる。本発明では、極細繊維が緻密に絡合した不織布基材に対し、柔
軟剤を付与した後、揉み処理を行うことで、高品位な表面と柔軟性をより高い次元で両立
することが可能となる。
【００９３】
　本発明において、揉み処理を行う手段としては、物理的に揉み効果を与える手段であれ
ば、特に限定されるものではないが、例えば、高風速エアーを用いて布を走行させる気流
式風合い加工機や、布に衝突、落下等の物理衝撃を加えて揉み効果を与えるバッチ式や連
続式タンブラー等の衝撃式風合い加工機等などがある。このうち、柔軟化の効果が高く、
コストも抑制できる点で、衝撃式風合い加工機が好ましく、この中でもドラムを用いた連
続式タンブラーが好ましい。このとき、ドラム内へ好ましくは５０～１５０℃、より好ま
しくは６０～１３０℃の熱風を吹き込むと、さらに効果が高くなるため好ましい。また、
ドラムの回転数は特に限定されないが、シートの損傷を防ぐため好ましくは８～４０ｒｐ
ｍ、より好ましくは１５～３０ｒｐｍに設定することが好ましい。ドラム内に入る前にス
チームで生地の表面を湿らせた後、ドラム内にて揉み処理と同時に熱風乾燥をすると、ナ
ップの立毛性が増し高品位な表面感を得ることができる点で好ましい。
【実施例】
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【００９４】
　以下、実施例により、本発明をさらに詳細に説明する。なお、実施例中の物性値は以下
に述べる方法で測定した。
【００９５】
　（１）伸長率
　ＪＩＳ　Ｌ　１０９６（１９９９）８．１４．１　Ａ法（定速伸長法）にて伸長率を測
定した（つかみ間隔は２０ｃｍである）。
【００９６】
　（２）繊維長の測定
　不織布の任意の３箇所から、それぞれ繊維を１００本抜き出して繊維長を測定した。測
定した３００本分の繊維長の数平均を求めた。
【００９７】
　（３）繊度の測定
　不織布の断面を光学顕微鏡にて観察した。繊維断面を１００個ランダムに選んで断面積
を測定し、１００個の繊維断面積の数平均を求めた。求められた繊維断面積の平均値と繊
維の比重から、繊度を計算により求めた。なお、繊維の比重はＪＩＳ　Ｌ　１０１５に基
づいて測定した。
【００９８】
　（４）繊維目付、繊維見掛け密度
　繊維目付はＪＩＳ　Ｌ　１０９６ ８．４．２（１９９９）に記載された方法で測定し
た。また、厚みをダイヤルシックネスゲージ（（株）尾崎製作所製、商品名“ピーコック
Ｈ”）により測定し、目付の値を厚みの値で割って繊維見掛け密度を求めた。
【００９９】
　（５）柔軟性
　ＪＩＳ　Ｌ　１０９６（１９９９）８．１９．１Ａ法（４５°カンチレバー法）により
、たて方向およびよこ方向の値を求め、その値を平均した値を用いた。
【０１００】
　（６）いらつき
　無作為に１０点サンプリングして、各箇所５ｃｍはなれた２点を、分光光度計（コニカ
ミノルタ株式会社製“ＣＭ－３７００ｄ”）を用いて、測定径３ｍｍ×５ｍｍ、Ｄ光源、
６５°視野（正反射光含む）で測定した。それぞれに求めたＬ＊ａ＊ｂ＊表色系における
色差ΔＥの平均値が０．８以下であるものを、いらつきがないとした。
【０１０１】
　（７）立毛の集束
　実体顕微鏡（総合倍率４０倍）を用いて、無作為に１ｃｍ２角を１０箇所サンプリング
し、集束した繊維の有無を観察した。これらの結果のうち、２箇所以上から集束繊維が観
察された場合を、集束立毛ありと判断した。
【０１０２】
　（８）表面観察
　実体顕微鏡（総合倍率４０倍）を用いて、無作為に１ｃｍ２角を１０箇所サンプリング
し、粒子状の高分子弾性体の有無を観察した。これらの結果のうち、１箇所あたりの個数
を数え、平均０．２個以上であれば、粒状の高分子弾性体が存在すると判断した。
【０１０３】
　（９）断面観察
　１０箇所無作為に試験片を採取してその断面を１０００倍でＳＥＭ観察し、厚み方向に
４分割した場合の表、裏からそれぞれ１／４を除いた部分であり、かつ１００μｍ幅の部
分を観察した。１０箇所観察したうち、１～２０μｍの高分子弾性体の粒子が平均２個以
上観察されれば、粒状の高分子弾性体が存在すると判断した。
【０１０４】
　参考例１
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　極限粘度が０．４０のポリエチレンテレフタレート１００％からなる低粘度成分と、極
限粘度が０．７５のポリエチレンテレフタレートからなる高粘度成分とを重量複合比５０
：５０でサイドバイサイドに貼りあわせて紡糸および延伸し、５６デシテックス１２フィ
ラメントの複合繊維を得た。これを１５００Ｔ／ｍで追撚した糸を用いて平織物とし、リ
ラックス処理を行って織密度１２０×９０本／２．５４センチの織物を得た。
【０１０５】
　実施例１
　海成分としてポリスチレン４５部、島成分としてポリエチレンテレフタレート５５部か
らなる平均単繊維繊度３デシテックス、３６島、平均繊維長５１ｍｍの海島型複合短繊維
を、カード機およびクロスラッパーに通してウェブを作製した。得られたウェブを、１バ
ーブ型のニードルパンチ機を用いて、２０００本／ｃｍ２の打ち込み密度でニードルパン
チ処理し、繊維見掛け密度０．２２ｇ／ｃｍ３の複合短繊維不織布を得た。次に９５℃に
加温した重合度５００、ケン化度８８％のポリビニルアルコール（ＰＶＡ）５％の水溶液
に２分間浸積し、ＰＶＡを不織布に、不織布重量に対し固形分換算で１５％の付着量にな
るように含浸させると同時に収縮処理を行った。その後、不織布を１００℃にて乾燥して
水分を除去した。次いで、この複合短繊維不織布を３０℃のトリクレンでポリスチレンが
完全に除去されるまで処理することにより、複合短繊維から平均単繊維繊度０．０４６デ
シテックスの極細繊維を発現させた。これにより得られたシートを、室田製作所（株）製
の標準型漉割機を用いて、厚み方向に対して垂直に２枚にスプリット処理して繊維目付８
９．５ｇ／ｍ２の極細繊維ウェブを得た。
【０１０６】
　一方、抄造法により作製した平均単繊維繊度０．３３デシテックス、繊維長５ｍｍ、目
付３３ｇ／ｍ２のポリエチレンテレフタレートからなる極細抄造ウェブに、参考例１で作
製した織物を重ね、極細抄造ウェブ側から０．１ｍｍの孔径で、０．６ｍｍ間隔のノズル
プレートが挿入されたノズルヘッドを有するウォータージェットパンチ機にて、７ｍ／分
の処理速度で、９ＭＰａの圧力で３回ウォータージェットパンチ処理を行った。
【０１０７】
　次に、極細繊維ウェブを織物が中央になるように重ね、極細繊維ウェブの方から上記と
同一のウォータージェットパンチ機を用い、７ｍ／分の処理速度で、１７ＭＰａの圧力で
３回処理し、ついで裏側から同様に３回処理した。得られたシートは目付１６８．２ｇ／
ｍ２、繊維見掛け密度０．３６ｇ／ｃｍ３であった。
【０１０８】
　このようにして得られた積層シートのうち、表層を形成する極細繊維ウェブが積層され
た側を、株式会社菊川鉄工所製のワイドベルトサンダを用い、粒度が＃６００の炭化ケイ
素砥粒のサンドペーパーにてバフィング（バフィング１）した。
【０１０９】
　次に、エマルジョンポリウレタン（日華化学（株）製“エバファノールＡＰＣ－５５”
）と水で調整した分散液を用いて、ポリウレタンの固形分が５重量％となるように含浸し
、１２０℃で乾燥、熱処理した。
【０１１０】
　続いて、株式会社菊川鉄工所製のワイドベルトサンダを用い、粒度が＃６００の炭化ケ
イ素砥粒のサンドペーパーにてバフィング（バフィング２）した。
【０１１１】
　さらに、０°の噴射角度ノズルを装着した液流染色機を用い、１２０℃、４５分、で濃
茶に染色し、還元洗浄を行った。このときの分光光度計（“ＣＭ－３７００ｄ”コニカミ
ノルタ株式会社製）による側色データ（Ｄ光源、６５°視野）は、Ｌ＊＝２３．２、ａ＊

＝８．９、ｂ＊＝１２．１であった。
【０１１２】
　その後、柔軟剤として“エルソフトＮ－５００コンク”（一方社油脂工業株式会社製）
を用い、ウェットピックアップ率６０％でディップニップして乾燥し、固形分０．２重量
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％となるように付与した。
【０１１３】
　柔軟剤を付与した後、連続ドラム式タンブラー乾燥機にて、第１室９０℃、第２室６０
℃の熱風を吹き込みながら、２４ｒｐｍの回転数で揉み処理を行った。
【０１１４】
　このようにして得られたシートを、実体顕微鏡で観察したところ、表面の立毛繊維は集
束した立毛は０．１本／箇所であった。また高分子弾性体は０．２ｍｍの長さを有する粒
子が存在することを確認できた。一方、断面をＳＥＭ観察すると、繊維間を接着または架
橋しているように存在し、粒状物が存在しないことが確認できた。
【０１１５】
　このようにして得られた皮革様シートの評価結果を表１に示した。
【０１１６】
　比較例１
　バフィング１をしない以外は、実施例１と同様に処理した。
【０１１７】
　このようにして得られたシートは、実施例１と比較して、ライティング効果やタッチに
劣り、全体として表面品位が劣るものであった。また、実体顕微鏡で観察したところ、表
面の立毛繊維は集束した立毛は２本／箇所であった。また高分子弾性体は０．２ｍｍの長
さを有する粒子ではなく、繊維間を接着または架橋しているように存在していることが確
認できた。
【０１１８】
　このようにして得られた皮革様シートの評価結果を表１に示した。
【０１１９】
　比較例２
　バフィング２をしない以外は、実施例１と同様に処理した。
【０１２０】
　このようにして得られたシートは、実施例１と比較し、いらつきにより均一性が劣り、
高級感に乏しいものであった。また、実体顕微鏡で観察したところ、表面の立毛繊維は集
束した立毛は０．３本／箇所であった。また高分子弾性体は０．５ｍｍの長さを有する粒
子が存在することを確認できた。一方、断面をＳＥＭ観察すると、高分子弾性体が粒状で
はなく、繊維間を接着または架橋しているように存在していることが確認できた。
【０１２１】
　このようにして得られた皮革様シートの評価結果を表１に示した。
【０１２２】
　比較例３
　実施例１におけるバフィング１を、ナイロンブラシによるブラッシングに変更した以外
は、実施例１と同様に処理した。
【０１２３】
　このようにして得られたシートは、比較例１とほぼ同様の状態で観察された。得られた
シートの評価結果を表１に示した。
【０１２４】
　比較例４
　実施例１において、高分子弾性体を含浸させるのではなく、グラビアで表面に層を形成
させるように塗布した以外は、実施例１と同様に処理した。
【０１２５】
　このようにして得られたシートは、実施例１と比較して硬い風合いであった。また、実
体顕微鏡で観察したところ、高分子弾性体の層から立毛が出ている状態であり、全体とし
て立毛が集束したものであった。さらに、高分子弾性体は層状に存在していた。一方、断
面をＳＥＭ観察すると、高分子弾性体が粒状に存在しないことを確認でき、１０００倍で
観察すると繊維間を接着または架橋しているように存在していることが確認できた。



(18) JP 2008-223162 A 2008.9.25

10

【０１２６】
　このようにして得られた皮革様シートの評価結果を表１に示した。
【０１２７】
【表１】
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